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　全てのひとり親に対して公平な税制を実現する観点から、未婚のひとり
親に対する税制上の措置および寡婦（夫）控除の見直しがされました。
　ひとり親とは、次の（1）の要件に該当する子を有する現に婚姻していな
い人（事実上婚姻関係と同様の事情があると認められる人がいないこと）、
または配偶者の生死の明らかでない人です。ひとり親控除・寡婦控除の対
象は次のとおりです。

1所得税の確定申告
　 2月16日～3月15日に申告

1住民税の申告
　 3月15日までに申告
　 （確定申告をした人は必要ありません）

2納税通知書・納付書
　 6月上旬に本人宛てに発送

3納付
　（納付書・口座振替等）

納入

確定申告書
等の写し

給与からの特別徴収（給与天引きで納める方法）
　給与から天引きされる人には、住民税の「税額通知書」を
5月中旬に区役所（税務課）から勤務先へ郵送します。
　勤務先から「税額通知書」を受け取ります。

1所得税の確定申告
　  　 給与以外の所得がある等、
確定申告をする必要がある人
や、医療費控除等で確定申告
をすると所得税が還付される
人が行います。
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　 ※ 地方税ポータルシステムを通じて、
納税することも可能です。

公的年金等からの特別徴収
（年金天引きで納める方法）
　一定の要件に該当する年金受給者につい
ては、公的年金等から住民税が天引きされ
ます。住民税の「納税通知書」を、6月上旬に
区役所（税務課）からご自宅へ郵送します。

普通徴収（個人で納める方法）
　自営業の人や、住民税を給与や年金から天引きされない人
には、住民税の「納税通知書」と「納付書」を6月上旬に区役所
（税務課）からご自宅へ郵送します。

第1期  6月30日（水）
第2期  8月31日（火）

令和3年度の納期限（年4回）

営業等
事業所得者
（自営業の人等）

給与所得者
（給与収入がある人等）

1給与支払報告書
　 2月1日までに提出

2税額通知書
　 5月中旬に勤務先に発送

5納入 各月分を翌月10日までに納入

年金受給者

1公的年金等
　支払報告書

2税額を通知

2納税通知書

3納入

区役所

税務署

各金融機関

区役所

公的年金等の
支払者

（日本年金機構等）

勤務先

対象
（1）ひとり親控除
　婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子（総所得金額等が48万円以
下）を有する合計所得金額500万円以下の人が対象です。
　ひとり親控除の控除額は30万円です。
（2）寡婦控除
　（1）に該当せず、事実上婚姻関係と同様の事情がない人で次の①または
②および③に該当する人が対象です。
① 夫と死別しているまたは夫の生死が明らかでない
②夫と離別し扶養親族がいる
③ 合計所得金額が500万円以下である
　寡婦控除の控除額は26万円です。

問い合わせ

税務課課税係 ☎3578－2593～8、2600～8

扶養親族
（子以外）

あり

扶養する
子なし

扶養親族
なし

所得
500万円

所得
500万円

※全体について事実婚を問わない

※住民票の続柄に「夫（未届）」「妻（未届）」等の
　記載がある者は対象外とする

ひとり親

ひとり親

寡婦

寡婦

寡夫

改正前

改正後

特別寡婦

控除額 30万円
控除額 26万円

控除額 30万円
控除額 26万円

〈未婚の　　
ひとり親〉

表1 改正前〈寡婦（寡夫）控除〉

女性

配偶関係 死別 離別
本人所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超

扶養
親族

有 子※1 30万円 26万円 30万円 26万円
子以外※2 26万円 26万円 26万円 26万円
無 26万円 － － －

男性

配偶関係 死別 離別
本人所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超

扶養
親族

有 子※1 26万円 － 26万円 －
子以外※2 － － － －
無 － － － －

表2 改正後〈ひとり親控除・寡婦控除〉

女性

配偶関係 死別 離別 未婚ひとり親
本人所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下

扶養
親族

有 子※1 30万円 － 30万円 － 30万円
子以外※2 26万円 － 26万円 － －
無 26万円 － － － －

男性

配偶関係 死別 離別 未婚ひとり親
本人所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下

扶養
親族

有 子※1 30万円 － 30万円 － 30万円
子以外※2 － － － － －
無 － － － － －

※1  「子」：扶養親族である子に関わらず、生計を一にする一定の所得以下の子も対象です。
※2  「子以外」：扶養親族に限ります。

寡婦控除
ひとり親
控除

ひとり親控除の創設および寡婦（夫）控除の改正

申告から納税までの流れ 問い合わせ 税務課課税係 ☎3578－2593～8、2600～8

第3期  11月1日（月）
第4期  令和4年1月31日（月）


